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（ 目 的 ）  
第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 豊 中 市 消 防 本 部 ホ ー ム ペ ー ジ （ 以 下 「 ホ

ー ム ペ ー ジ 」 と い う 。） の 運 営 に 関 し て 必 要 な 事 項 を 定 め 、

良 好 な 広 報 媒 体 と し て 広 く 市 民 の 利 便 に 供 す る こ と を 目 的

と す る 。  
  
（ ホ ー ム ペ ー ジ の 担 当 ）  
第 ２ 条  ホ ー ム ペ ー ジ を 管 理 す る 担 当 は 、 豊 中 市 消 防 広 報 ・ 広

聴 委 員 会 （ 以 下 「 広 報 委 員 会 」 と い う 。） と し 、 責 任 者 は 広

報 ・ 広 聴 委 員 長 と す る 。 ま た 、 技 術 面 の 担 当 は 、 電 算 管 理 係

と す る 。  
２  ホ ー ム ペ ー ジ の 作 成 の た め に 、 広 報 委 員 会 の 下 に ホ ー ム ペ

ー ジ 委 員 を お く こ と が で き る 。  
 
（ ホ ー ム ペ ー ジ の 改 造 等 ）  
第 ３ 条  ホ ー ム ペ ー ジ の 大 規 模 な 画 面 構 成 の 改 造 や 増 設 （ 以 下

「 改 造 等 」 と い う 。） は 、 広 報 委 員 会 と 電 算 管 理 係 が 協 議 の

上 、 定 期 的 に 実 施 し て い く も の と し 、 詳 細 に つ い て は 、「 豊

中 市 消 防 本 部 ホ ー ム ペ ー ジ 作 成 運 用 マ ニ ュ ア ル 」（ 以 下 「 マ

ニ ュ ア ル 」 と い う 。） に よ る も の と す る 。  
２  随 時 行 う 軽 易 な 更 新 、 廃 棄 に つ い て も 、 マ ニ ュ ア ル に よ る

も の と す る 。  
 
（ 企 画 会 議 ）  
第 ４ 条  広 報 委 員 会 と 電 算 管 理 係 は 、 毎 月 １ 回 以 上 の 会 議 を 開

催 し 、 ホ ー ム ペ ー ジ の 企 画 や 方 針 に つ い て 検 討 す る も の と す

る 。  
 
 



（ 協 議 事 項 ）  
第 ５ 条  ホ ー ム ペ ー ジ の 運 用 に 関 し て 疑 義 が 生 じ た と き は 、 必

要 に 応 じ て 広 報 ・ 広 聴 委 員 長 が そ の 都 度 広 報 ・ 広 聴 委 員 、 電

算 管 理 係 、 ホ ー ム ペ ー ジ 委 員 及 び 関 係 者 を 招 集 し 、 協 議 す る

も の と す る 。  
 

 
附  則   

１  こ の 要 綱 は 、 平 成 １ ６ 年 ３ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
 


